
　　　　　　（議案第７０号）

１　補正予算の規模 財政課

１．一般会計 　　７４９，４８１千円（補正後の予算現額　114,722,676千円）

２　補正予算の内容

１．一般会計補正予算（第４号）

（１）歳入予算の補正

（単位：千円）

歳 入 名 称 担 当 課 補 正 額

感染症発生動向調査事
業費負担金

保健予防課 83,000

新型コロナウイルスワ
クチン接種対策費国庫
負担金

新型コロナウイ
ルスワクチン接
種対策室

209,916

新型コロナウイルス感
染症セーフティネット
強化交付金

生活福祉課 155,469

新型コロナウイルスワ
クチン接種体制確保事
業費国庫補助金

新型コロナウイ
ルスワクチン接
種対策室

218,096

生活困窮世帯への新型コロナウイルス感染症生活困窮
者自立支援金の支給に係る計上分

新型コロナウイルスワクチン接種の実施に係る追加計
上分

令和３年度川越市一般会計６月補正予算の概要

款 名 称 主 な 内 容

国庫支出金
高齢者施設等の従事者及び新規入所者に対するＰＣＲ
検査の実施に係る追加計上分

新型コロナウイルスワクチン接種事業の実施に係る追
加計上分

－1－



－2－

歳入予算の補正（つづき） （単位：千円）

歳 入 名 称 担 当 課 補 正 額

前年度剰余概算額 財政課 83,000

749,481

（２）歳出予算の補正

（単位：千円）

事 業 名 称 担 当 課 補 正 額

新型コロナウイルス感
染症生活困窮者自立支
援金支給事業

生活福祉課 155,469民生費
生活困窮世帯への新型コロナウイルス感染症生活困窮
者自立支援金の支給に係る扶助費、業務委託料等の計
上

【概要】
　都道府県社会福祉協議会は、低所得世帯等を対象に生活費用として「緊急小口資金」や「総合支援資金」の貸付をしています。
　今回、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少や失業により生計の維持が困難な世帯を対象に、「緊急小口資金」や「総合支援資金」の貸
付上限額の引上げ、償還期限の延長、償還免除などの特例を設けた「特例貸付」を実施しています。
　しかし、総合支援資金の貸付限度額に達しているなどにより「特例貸付」を利用できない世帯に対しては更なる支援策が必要なことから、「新型コロ
ナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を3か月間支給しようとするものです。
※　事業費は国の「新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（155,469千円）」により賄われます。

【支給額（月額）】
　単身世帯…6万円、2人世帯…8万円、3人以上世帯…10万円

【支給期間】
　令和3年7月以降の申請月から3か月（申請受付は令和3年8月末まで）

【主な経費】
・扶助費（自立支援金）…146,820千円（国の算定式に基づき、総合支援資金再貸付決定件数を975件、支給平均単価を71,700円などと想定）
・業務委託料　…5,300千円（申請受付業務委託）　など

【想定スケジュール】
　令和3年7～8月…支給申請の受付
　　　　 7月以降…審査終了後、「自立支援金」の支給

繰越金 本補正に伴う財源調整

歳 入 合 計

款 名 称 主 な 内 容

款 名 称 主 な 内 容



（単位：千円）

事 業 名 称 担 当 課 補 正 額

感染症等対策 保健予防課 166,000

【概要】
　令和3年4月～6月に実施している高齢者施設等の従事者等に対するＰＣＲ検査を令和3年8月末まで延長するとともに、対象施設・事業所を拡大します。
※　事業費は、国の「感染症発生動向調査事業費負担金（83,000千円）」が1/2、繰越金（83,000千円）が1/2となります。

【対象施設・事業所】
　○現　行・・・高齢者入所施設、障害者入所施設
　○拡大後・・・高齢者入所施設、障害者入所施設、介護通所事業所、障害者通所事業所、障害児通所事業所

【検査内容】
　民間検査機関から対象施設・事業所に検査キットを送付し、2週間に1回の頻度でＰＣＲ検査を実施

【主な経費】
・業務委託料　…166,000千円（ＰＣＲ検査業務委託）

款 名 称 主 な 内 容

衛生費
高齢者施設等の従事者及び新規入所者に対するＰＣＲ
検査の延長・拡大に係る業務委託料の追加計上
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（単位：千円）

事 業 名 称 担 当 課 補 正 額

新型コロナウイルスワ
クチン接種

新型コロナウイ
ルスワクチン接
種対策室

428,012

（単位：千円）

749,481歳 出 合 計

款 名 称 主 な 内 容

衛生費
新型コロナウイルスワクチン接種の実施に係る業務委
託料及び職員手当等の追加計上

【概要】
①　令和3年7月末までの高齢者へのワクチン接種のうち、「時間外」や「休日」に接種を実施した場合、通常の接種単価（2,070円）に加算を行うもの。
　＜事業費：209,916千円＞　事業費は国の「新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金（209,916千円）」で賄われます。
　・時間外…2,070円　⇒　2,800円（＋730円。58,800回分を想定し、事業費42,924千円）
　・休　日…2,070円　⇒　4,200円（＋2,130円。78,400回分を想定し、事業費166,992千円）

②　令和3年8～9月に時間外・休日でのワクチンの個別接種を実施する医療機関に対し、通常の接種単価（2,070円）のほかに市独自の加算措置を行い、
　個別接種を支援するもの。
　＜事業費：147,080千円＞　事業費は国の「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金（147,080千円）」で賄われます。
　・時間外…2,070円　⇒　2,800円（＋730円。41,000回分を想定し、事業費29,930千円）
　・休　日…2,070円　⇒　4,200円（＋2,130円。55,000回分を想定し、事業費117,150千円）

③　ワクチンを診療所等に小分けするＡグループ医療機関の負担を軽減するため、市独自で経費の一部を支援するもの。
　＜事業費：15,000千円＞　事業費は国の「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金（15,000千円）」で賄われます。
　・50,000円／日×30日×10医療機関＝15,000千円

④　集団接種を実施するための医療従事者派遣経費、会場運営経費
　＜事業費：29,916千円＞　事業費は国の「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金（29,916千円）」で賄われます。
　・医療従事者派遣経費…19,116千円
　・会場運営経費…………10,800千円

⑤　ワクチン接種業務に従事する職員の時間外勤務手当の不足分（7～9月分）
　＜事業費：26,100千円＞　事業費は国の「新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金（26,100千円）」で賄われます。


